
吹田市立障害者支援交流センター　令和元年度　自己評価報告書

施設名 吹田市立障害者支援交流センター

法人名 社会福祉法人　さつき福祉会

評価対象期間 平成31年4月1日～令和2年3月31日

種別・実施年月日 自己評価設定（平成3１年4月12日） 自己評価最終（令和2年4月10日） 市評価最終（令和2年5月15日）

記載者氏名 記載 施設長：青山　茂次郎 記載 施設長：青山　茂次郎 記載 障がい福祉室参事：脇谷　貴文

確認者氏名 確認 障がい福祉室長：西村　直樹 確認 障がい福祉室長：西村　直樹 確認 障がい福祉室長：西村　直樹

No. 評価項目 評価設定 評価

A：達成できた

B：おおむね達成できた

C：あまり達成できなかった

評価

A：達成できた

B：おおむね達成できた

C：あまり達成できなかった

1

福祉サービスの質の向上に向

けた取組が組織的・計画的

に行われている。

A

年度途中に、方針に沿った支援ができているか、中間点

検を行い、個別支援では必要時に関係者を集めモニタリ

ングにて問題解決に努め、年度末の職員会議では、支

援計画の評価を行いました。

A
個別支援が必要な利用者については、積極的にモニタリ

ングを行い、福祉サービスの質の向上に取り組むこと。

2

必要な福祉人材の確保・定

着等に関する取組が実施さ

れている。

C

欠員の解消には至らなかったが、利用者の支援記録の共

有や他の専門職との連携により、暫定的な措置として、

最低限のリハビリを行いました。

C
外部からの派遣も含め、専門職を確保し、利用者の支

援に努めること。

3

職員の教育・研修に関する

基本方針や計画が策定さ

れ、教育・研修が実施されて

いる。

A

研修会議を毎月開催し、 個々の職員課題に則した研

修や、人権研修や日頃の利用者の呼称問題の点から権

利擁護の視点で人権研修を行いました。また、リハビリ職

や、看護師による嚥下機能・医療ケアの講習を必要に応

じて行いました。業者による腹膜透析機器の操作の研修

も行いました。

A

具体的な知識、技術の内容・水準や専門資格の取得を

計画に盛り込み、適切に実施すること。また、権利擁護・

虐待防止の取組みも積極的に実施すること。

4
利用者と地域との交流を広

げるための取組を行っている。
A

9月7日に、あいほうぷ祭を開催し、地域の保育園児の出

し物や地域の方々の模擬店の協力もあり、利用者を含め

て300名ほどの参加がありました。「あいほうぷだより」は、

地域に毎月2500部ほど配布を行いました。地域福祉委

員会の行事に参加し、交流を広げました。

A

引き続き施設の設置目的でもある利用者と市民相互の

交流に努め、利用者の社会参加の促進に努めること。ま

た、地域の会議にも参加し、ニーズの掘り起こしに努める

こと。

5

利用者を尊重した福祉サー

ビス提供について、職員間の

共通の理解をもつための取組

が行われている。

A

毎月、班会議で福祉職員や看護師等、異職種の視点

から利用者の個々の支援について、共通の視点で支援

課題を明らかにし、日々の取組みにつなげました。

A

引き続き利用者の視点に立ち、特性に応じた、身体的

介護等の福祉サービスの提供に努め、支援方法を工夫

すること。

6

相談や意見を述べやすい環

境を整備し、苦情解決の仕

組みが確立しており、周知・

機能している。

B

利用者・家族からの些細な苦情・要望についても主任が

窓口となり、苦情報告をあげ、施設長が解決に向け対応

しました。平成31年度の対応件数は12件でした。

B 苦情や要望内容を分析し、サービスの向上に努めること。

7

安心・安全な福祉サービスの

提供を目的とするリスクマネジ

メント体制が構築されてい

る。

A

毎月の管理者会議にて前月分の報告をまとめ、傾向と

対策に努めました（令和元年度：180件）。特に服薬

ミスについては、ダブルチェックの徹底等、再発防止策を講

じて取り組みました。

A
事故の未然防止はもとより、起こった際の対応やマニュア

ルは絶えず確認し、組織全体で周知すること。

8

災害時における利用者の安

全確保のための取組を組織

的に行っている。

A

5月・10月に災害対応訓練を行い、地震・火災対策とし

て、避難経路の確保・誘導などの改善に向けて取り組み

ました。BCP研修に参加し、マニュアル作成に取り組み、

備蓄についても、経管栄養食を一定量確保し循環備蓄

を進めました。

A

災害時の対応体制は絶えず見直し、事業継続の観点か

ら事前準備・事前対策を講じ、定期的に災害対応訓練

を行うこと。

9
利用者に関する記録の管理

体制が確立している。
A

全職員が参加する職場会議を利用し、個人情報保護

規程の内容を周知しました。また、新規の利用者につい

ては法人の個人情報の取り組みについて、書面にて説明

しました。

A

市立施設として担う高度な責任や役割を意識し、職員に

対して個人情報保護規程の理解と遵守を継続して行う

こと。

10

利用者の健康状態の把握と

体調変化時の迅速な対応を

適切に行っている。医療的な

支援が適切な手順と安全管

理体制のもとに提供されてい

る。

A

利用者の健康状態の把握や健康維持のケアを行い、看

護師が日々、２名の利用者については送迎に同乗しまし

た。また嘱託医には医療面での相談を行い、適切なタイミ

ングで通院につなげました。

A

引き続き利用者の立場に立った支援を行うこと。医療的

ケアの必要な利用者については、看護師の指導・助言の

もと、実施手順や個別の計画の策定、服薬管理を適切

に行えているか絶えず、確認すること。

11

利用者の希望と意向を尊重

した社会参加や学習のため

の支援を行っている。

A

生産活動において、引き続き清掃作業を行いました。ま

た、利用者の要望により、レジンのアクセサリー作りやボッ

チャに取り組みました。

A
今後も利用者の意向を把握し、社会参加に資する取り

組みを実施すること。

12

市立施設として担う役割など

の考え方が確立され、中立

的な運営ができているか。

A
月1回の定例会議で運営状況の報告を行い、運営上必

要な課題について協議を重ねました。
B

定期的な報告はもとより、個々の利用者の状況や支援の

方向性等についても、市に報告を行うこと。また、法人の

理念や方針と市立施設としての運営方針を混同させない

よう注意すること。

13

新たな利用者の受け入れに

ついて、運営方法等の検討

や体制整備に努めているか。

A 支援校卒業生1名を受け入れました。 A
医療的ケアが必要な重度障がい者のニーズが増加してお

り、更なる受け入れ枠の増を検討すること。

利用者の特性にあわせて、施設の最適な利用状況を検

討し、利用者の受け入れに努めます。

個人情報保護規程に基づき、職員に対し研修を行い、職

員が遵守することはもとより、個人情報の取扱いについて、

利用者や家族に説明します。

春にモニタリングを行い、利用者の希望を把握し支援計画

に盛り込みます。

看護師が常駐し、日々、利用者の健康状態の把握、健

康維持のケアを行います。嘱託医に医療面での相談を行

い、適切な支援につなげます。医療的手技等で支援内容

が変わった場合は、マニュアルを変更し、対応します。

気づき・ヒヤリハット報告（平成30年度：214件）を出

し合い、利用者の安心安全な支援構築に向けて取り組み

ます。改善すべき点を明らかにし対応します。

公の施設であることを念頭に、特定の者等に有利、あるい

は不利になる運営は行いません。また、市と共通認識を持

つために、定期的に運営状況の報告を行います。

職員会議にて、各部門方針を確認し、方針に基づき各

班、各部で支援課題に沿った計画を立案し、職員会議に

て確認して取り組みます。

研修担当者会議を毎月開催し、今年度の基本計画に基

づき研修・教育を企画します。特に新人研修・５年目研

修・リーダー研修及び法人が実施する人権研修にも参加

します。

9月開催のあいほうぷ祭では、利用者の参加ステージを用

意し、地域の方々による出し物や模擬店の出店を予定し

ています。また、あいほうぷ便りを毎月利用者と共に地域

自治会等へ配布します。地域の福祉委員との連携を密に

ニーズの把握等に努めます。

定期的に災害対応訓練を行い、地震・火災対策に取り

組みます。避難経路や連絡連携の確認を行います。

昨年に続き、作業療法士に欠員が生じているため、人材

計画に基づき、解消に向け、採用活動を進めます。また欠

員による利用者への支障がないよう努めます。

毎月、班会議で看護師、理学療法士等も参加し、利用

者の個々の支援について、共通の視点で支援課題を明ら

かにして日々取り組みます。

「ご意見箱」を毎月各班に回し、要望の集約に努めます。

個別の利用者からの些細な苦情・要望についても、主任

が窓口として苦情報告をあげ、施設長が解決に向け対応

していきます。


